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公益社団法人 全日本不動産協会の概要
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昭和27年設立 全国約32,000社が加盟する宅建業者の団体



主な事業活動

★調査研究事業（全国不動産会議）

昭和42年より、不動産業・不動産取引に
係る 諸問題について、有識者及び専門家
を交えた調査研究を行い、その研究成果を
共有する機会として毎年「全国不動産会
議」を開催しています。

★啓発事業

消費者等の不動産知識の啓発を目的とし
た不動産無料相談事業を実施し、不動産取
引の知識の普及ならびにトラブルの未然防
止等に努めています。

★研修事業

宅地建物取引業に従事するにあたり、専
門知識の習得または向上を目的として、全
日ステップアップトレーニング、全日本不
動産学院などの研修事業を実施しています。

★公益社団法人不動産保証協会との連携

苦情解決業務、弁済業務、研修業務、そ
の他業務を行うことにより、消費者等の利
益を保護し、取引の公正を確保することを
目的としています。

研修事業
全国不動産会議

無料相談会
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全国不動産会議（シンポジウム）

島根県大会（第53回・平成29年）

「日本版ＣＣＲＣのためのスマートタウン」をテーマに
調査研究発表が行われました。

コーディネーター
南 泰裕氏（国士館大学理工学部教授）

パネリスト
高橋 正氏（日本ホスピスホールディングス㈱代表取締役社長）
大島 芳彦氏（㈱ブルースタジオ専務取締役）
姥浦 道生氏（東北大学大学院工学研究科准教授）
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全国不動産会議（シンポジウム）

石川県大会（第54回・平成30年）
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全国不動産会議（シンポジウム）
高知県大会（第55回・令和元年）
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全日本不動産協会中期ビジョン①

～新時代の「豊かな生活」を支える産業であるために～

１．少子高齢化と
人口減少の進展

２．インバウンド
の増加

３．不動産業と
ICT、IoT、AIのか
かわりの進化

４．シェアリング
エコノミーの進展

７．東京オリンピッ
ク閉幕とアベノミク
スの終了

６．広義の空家対策
に収斂する住宅・不
動産政策

５．コンパクトシ
ティ化と働き方改革

１．リバースモーゲー
ジ、低所得者向け住宅
ローン等の検討

２．事業継承マッチン
グの検討

３．観光推進機構との
連携の検討

４．エリアマネジメ
ントへの主体的な取
り組みの検討

５．「全日空家対策大
全」取りまとめの検討

６．不動産テック企業、
シェアリングエコノミー
企業取り込み検討

７．従業員（会員）満足
度・定着率向上への具体
的な方策の検討

８．経済情勢・不動産市
場の見通しの情報発信の
検討

短中期的アクションプラン短中期的経済社会情勢の変化

長期的に対応すべきアクション
全日ビジョンの
リボルビング

全日プロジェクト 全日ガバナンス

研究会活動を通じて基本的なスタンス、
方向性を打ち出すことで、ビジョン自
体を見直す。

実験的プロジェクトを通じた新たな
ビジネスモデルの構築とその会員間
の共有化。

ビジネス環境改善のためのソフトイン
フラの検討。
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全日本不動産協会中期ビジョン②

～新時代の「豊かな生活」を支える産業であるために～

• 宅建業法の改正

• 宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に

• インスペクションの説明義務化

（２）中長期的な経済社会情勢の変化

1．不動産関連政策の変化

２．長期的な経済社会の変化

３．新しい不動産業ビジョンの作成

1. インバウンドへの対応について、中小不動産事業者の戦略を構築する研究
会を立ち上げ、ビジネスチャンスとして捉えるか、トラブル回避の姿勢にと
どまるか、ビジネスチャンスとして捉える場合、どのような配慮が必要なの
か、などを検討する。

2. 不動産とテクノロジーの向き合い方について、異業種と連携した市場拡大、
効率性に伴う収益機会増大などの観点も交えつつ、導入の是非も含めて研究
する。

3. 人口減少に伴う不動産需要減退に対応するため、セカンドハウスを含めた
豊かな居住生活ビジョンなどの不動産需要拡大策を検討するとともに、所有
権放棄制度・放棄不動産受け皿について研究する。

（２）長期的アクションプラン

全日ビジョンのリボルビング

• 少子高齢化・人口減少の進展

• 空家の増加・既存ストックの老朽化

• グローバリゼーションの進展

• 良質な不動産の開発・流通

• 生産性向上を支える不動産の開発

• グローバル視点の確保

•新技術の開発・活用

をはじめとした計 11の視点からの取組み

1. 地方レベルでの個別具体的なプロジェクト研究会（エリアマネジメント、省
エネ住他の整備・流通、民泊等）を実施し、その成果を会員間で共有化する。

2. 全日ビジョンのリボルビング1．の成果を反映した外国人向けのセミナー（不
動産取引制度や商慣習だけでなく、地域コミュニティとの共生も含む）、外国
人向けの不動産情報サイトを検討する。

3. 全日ビジョンのリボルビング２．を踏まえ、不動産テックによって「何がで
きるか」を明確にし、活用可能性の高い技術についてガイドラインを策定する。

4. 全日ビジョンのリボルビング3．の検討を通じ、会員が取り組んでいる空家活
用などの不動産需要喚起型ビジネスの共有化を図る。具体的には、会員アン
ケートを基にした「全日空地・空家大全」を取りまとめる。事例収集、事例分
析を行うとともに、地方本部間のネットワークを利用したマッチングの可能性
などを探る。

全日プロジェクト

全日ガバナンス



• 建物状況調査サービスの拡充

• 安心Ｒ住宅制度への事業団体登録

• 会員への周知広報活動

• 消費者（買主）の認知度向上のためのセミナーの開催

• 普及促進には課題も・・・
• 消費者への周知不足・認知不足

• 様々な調査や現場検査等が複数乱立しており複雑化

• 売主に対するメリットが不明瞭、リスクの顕在化を嫌悪

• マンション共用部の調査実施が困難
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既存住宅の流通活性化への取組み

協会としての取組み

サービス会社との提携により、様々なインスペクショ
ン（フラット３５調査、既存住宅瑕疵保険の現場検査
等）の同時調査を選択可能に。

☆建物状況調査（インスペクション）☆ ☆安心Ｒ住宅制度☆

既存住宅が取引される時点において物件の状況を把握する
ことで、売主・買主双方の不安が払拭され、既存住宅の流通
が促進されることが期待されてる。

既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからな
い」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメー
ジを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択でき
る環境の整備を図る。



10

空き家・未利用空地に関する取り組み

「全国空家計画データベース」により全国自治体の情報を積極的に提供
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空き家・未利用空地に関する取り組み

「全日みらい研究所」により『空家対策大全』を策定中
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空き家、所有者不明土地、未利用空地の流通を促進するため、宅地建物取引士（※
宅地建物取引業者に従事する者に限る）による職務上請求を認めて所有者情報を開
示すべきである。

１.宅地建物取引士への情報開示制度の創設

全日本不動産協会による提言

【空き家、未利用空地、所有者不明土地の流通促進のために】

２.官民連携の仕組み構築
行政の施策と民間の協力により空き家等の利活用を促進するため、行政と不動産業
者等民間による特徴的な情報交換を行っている自治体を参考に、有効的な官民連携
の仕組みを構築し、その全国的な展開を図る必要がある。

３.国庫への帰属促進と利活用
空き家や未利用空地に付随する法的、経済的な障壁を取り除き、行政や民間によ
る利活用を促進するため、空き家や未利用空地に関して所有権の放棄を認めて国
庫に帰属させ、あらためて当該不動産がスムーズに流通市場に流れる仕組みを構
築すべきである。
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全日本不動産協会による提言

【空き家、未利用空地、所有者不明土地の流通促進のために】



14令和２年１月法務省民事局作成


